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	指定介護老人福祉施設　
特別養護老人ホーム新川ヴィーラ東館・新館ユニット
重要事項説明書


１．施設経営法人
（１）法人名　　　　　　　　　　社会福祉法人　新川老人福祉会

（２）法人所在地　　　　　　　　富山県魚津市大光寺450番地
（３）電話番号　　　　　　　　　0765-24-8822
（FAX）　               　0765-24-6127
（４）代表者氏名　　　　　　　　理事長　　保里　真理子
（５）法人許可年月日　　　　　　昭和50年9月20日
２．ご利用施設

（１）施設の種類　　　　　　　　指定介護老人福祉施設

　　　介護保険事業許可番号　　　第1670400660号（平成26年4月1日許可）

（２）施設の目的　　　　　　　　　この施設は、介護保険法及び老人福祉法の定めに基づく｢身体上または精神上の著しい障害がある為に常時介護を必要とし、居宅における生活が困難であると認められた方｣で、要介護度3以上又は特例入所の要件に該当する要介護1、2と判定され、施設利用が必要であると認められた方を対象として入所いただき、自立した日常生活を営むことができるよう、介護支援サービスを提供することを目的とします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　この施設は、指定介護老人福祉施設によるサービスを、個室及び共同生活室により一体的に構成される場所ごとに利用者の日常生活が営まれ、利用者の生活を支援する小規模生活単位型指定介護老人福祉施設でのサービスを提供します。

（３）施設の名称　　　　　　　  特別養護老人ホーム　新川ヴィーラ

（４）施設の所在地　　　　　 　 富山県魚津市大光寺450番地、311-1番地
（５）電話番号 　　　　　 　　　0765-24-6126
(FAX)　　　　　　　　 　0765-24-6107
（６）施設長（管理者）氏名　　　赤間　努
（７）開設年月日　　　　　　　　昭和51年4月1日
（８）入所定員　　　　　　　　　56名、（新館20名、東館36名）
３．居室の概要

　当施設では以下の居室、設備をご用意しています。
「新　館」
	居室、設備の種類
	室　　数
	備　　　　考

	個　室
	20室
	10個室が小規模生活単位（ユニット）を構成

	共同生活室

兼機能訓練室
	2室
（2ユニット）
	1階1室、2階1室
各々10個室が近接しています。

	浴　室
	2室
	1、2階各1室（1階：座位式機械浴槽1槽、2階：臥床式特殊浴槽1槽）

	家族宿泊用和室
	1室
	2階に設置


「東　館」
	居室、設備の種類
	室数
	備　　考

	個室
	36室
	9個室が小規模生活単位（ユニット）を構成

	共同生活室兼機能訓練室
	4室
（4ユニット）
	1階2室、2階2室
各々9個室が近接しています。

	浴室
	2室
	1、2階各1室［1階:一般浴槽（座位式機械浴槽を兼ねる）1槽、臥床式特殊浴槽1槽、2階:一般浴槽（座位式機械浴槽を兼ねる）１槽、ミスト浴槽1漕、臥床式特殊浴槽2槽］

	多目的ルーム
	1室
	3階にあります。


上記は、厚生労働省が定める基準に遵守しています。

※居室の変更……ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。

※トイレは、「新館」では各ユニットに居室専用トイレ3室と共用トイレ3室、「東館」では各ユニットに共用トイレ3室が設置されています。
４．職員の配置状況

当施設では、ご契約者に対して介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

<主な職員の配置状況>　　　　※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

	職　　種
	常勤換算
	実数
	指定基準

	施　設　長（管理者）
	1
	1名
	1名

	医　　　師（嘱託）
	1
	2名（2）
	1名（１）

	看護職員
	4
	4名
	3名

	機能訓練指導員
	1
	1名
	1名（１）

	生活相談員
	2.45
	3名（1）
	1名

	計画担当介護支援専門員
	1.8
	2名（1）
	1名

	管理栄養士
	2
	2名
	１名

	　　　　　　　　　　　　　　　　以上は従来型特養と兼務

	介護職員
	33.7
	37名（7）
	19名


（　）は内非常勤
<主な職種の勤務体制>

	職種
	勤務体制（標準的な時間帯）

	医　　師（嘱託）
	（内科）　毎週月、木曜日　　　　14:00～15:00
（精神科）毎月第2、第4火曜日　14:00～15:00

	看護職員
	日中　9:00～18:00

	生活相談員
	日中　8:30～17:30

	計画担当介護支援専門員
	日中　9:00～18:00

	管理栄養士
	日中　8:30～17:30

	介護職員


	早番　 7:00～16:00
日勤　 9:30～18:30
遅番　10:00～19:00
遅番’10:30～19:30
夜勤　16:30～10:30


土日、祝祭日は上記と異なることがあります
＜各ユニットでの職員配置＞
　　　各ユニット専門の看護職員あるいは介護職員を配置します。ただし、夜間は2ユニットごとの配置とします。
	1ユニットごと
	常勤職員3名以上配置（日中常時ユニットごとに１名以上を配置）

勤務時間（早番）7：00～16：00　（日勤）9：30～18：30

　　　　（遅番）10：30～19：30　休憩１時間

	2ユニットごと
	夜間専門職員3名（夜間、深夜常時2ユニットごとに1名以上を配置）

勤務時間（夜勤）16：30～10：30　休憩時間2時間


　
５．サービス提供における事業者の義務
（１）災害時の介護サービスの継続
　　　非常災害に関する具体的計画（BCP）を策定し備えるとともに、ご契約者に対して、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行います。感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を地域住民と連携し定期的に実施します。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講じます。
（２）科学的介護の取り組みを推進し、提供するサービスの質の向上に努めます。
（３）認知症についての理解を深め、ご利用者本人を主体とした介護を行うことで、その方の尊厳を守ります。認知症介護基礎研修等を受講させるための必要な措置を講じます。
（４）身体拘束の取り組み
　　　ご契約者及び他のご利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご契約者の行動制限する行為は行いません。やむを得ず行う場合は、ご契約者及びご家族へ説明し、その同意を得たうえで、必要最小限の範囲で行うように努めるとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。
（５）高齢者虐待防止の取り組み
　　　虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を定期的に検討していきます。また担当者を置き、研修等を通じて職員に周知徹底を図ることで、ご利用者の権限を擁護します。

６．提供するサービスと利用料金
（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書　第3条参照）

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供し、サービスの利用料金の大部分（通常9割又は8割、7割）が介護保険から給付されます。
1 食　事

· ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則としています。食事の場所と時間は選択することもできます。
（食事時間　朝食：7時30分～、昼食：12時～、夕食：18時～）
· ご契約者の栄養、健康状態及び嗜好に合わせたメニューを選択できます。
· 食後、ご契約者の状態に合わせた方法で口腔ケアを実施します。
2 入　浴

· 入浴または清拭を週2回行います。

· ご契約者の残存機能を活かした浴槽を使用して入浴することができます。

3 排　泄

· 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
4 機能訓練（生活リハビリテーション）

・　機能訓練指導員、介護職員等により、ご契約者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。

5 健康管理

・　医師や看護職員が、健康管理を行います。
6 その他自立への支援

· 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。

· 日常生活を活き活きと過ごせるよう、支援します。

· 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。
⑦ サービス提供の記録等

　       　・　施設サービスの実施状況に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保管し、ご契約者の求めに応じて閲覧に供し、またはその写しを交付いたします。
（２）利用料及びその他の費用の額
　　①介護給付サービスによる料金
介護認定によって定められた介護報酬額から、保険による支払い額を差し引いたものを利用料とします。
＜ユニット型施設＞
	要介護1
	要介護2
	要介護3
	要介護4
	要介護5

	（１）利用者の要介護度と介護報酬額　（1ヶ月30日の場合）

	6,700×30日

＝201,000円
	7,400×30日

＝222,000円
	8,150×30日

＝244,500円 
	8,860×30日

＝265,800円
	9,550×30日

＝286,500円

	（２）うち介護保険から給付される金額

	1割）180,900円
2割）160,800円
3割）140,700円
	1割）199,800円

2割）177,600円

3割）155,400円
	1割）220,050円

2割）195,600円

3割）171,150円
	1割）239,220円

2割）212,640円

3割）186,060円
	1割）257,850円

2割）229,200円

3割）200,550円

	（３）利用料

	1割）20,100円

2割）40,200円

3割）60,300円
	1割）22,200円

2割）44,400円

3割）66,600円
	1割）24,450円

2割）48,900円

3割）73,350円
	1割）26,580円

2割）53,160円

3割）79,740円
	1割）28,650円

2割）57,300円

3割）85,950円

	参考　居住費　2,066円×30日＝61,980円

	参考　食費　　1,700円×30日＝51,000円

	参考　利用者負担額合計＝（３）＋居住費＋食費

	1割）133,080円

2割）153,180円

3割）173,280円
	1割）135,180円

2割）157,380円

3割）179,580円
	1割）137,430円

2割）161,880円

3割）186,330円
	1割）139,560円

2割）166,140円

3割）192,720円
	1割）141,630円

2割）170,280円

3割）198,930円


※介護保険の利用者負担割合に応じて料金が変わります。
②居住費

＜ユニット型施設＞

居住費の範囲は、室料と光熱水費相当とします。居住費は、全室同一とし、１日１室あたり2,066円とします。ただし、厚生労働省で定める所得区分第１～３段階のご契約者については、次の居住費金額は負担限度額であり、2,066円との差額は補足給付として介護保険から支払われます。
　　　　入院外泊期間については、ご契約者の個室に空床利用等で他の利用者が入居しない限り、居住費（所得段階4の方と同額）を負担していただきます。だだし、所得段階が第1～3段階の場合、6日間については補足給付があり、居住費と補足給付との差額がご契約者の負担となります。
	区　　分
	対　　　　象　　　　者　
	金　額
	1ヶ月換算

	第1段階

	・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者・境界層該当者※
	880円
	26,400円

	第2段階
	・市町村民税世帯非課税であって、[合計所得金額＋課税年金収入額≦80万円／年]を満たす者・境界層該当者※
	880円
	26,400円

	第3段階①

	・市町村民税世帯非課税であって、[合計所得金額＋課税年金収入額80万超120万円以下／年]・境界層該当者※・市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者
	1,370円
	41,100円

	第3段階②
	・市町村民税世帯非課税であって、[合計所得金額＋課税年金収入額120万円超／年]、該当者以外の者・境界層該当者※・
	1,370円
	41,100円

	第4段階
	・所得区分が第1段階～第3段階以外の者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	2,066円
	61,980円


※本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる方
③食　費
食費の範囲は食材料費と調理費相当であり、1日あたり1,700円とします。
　　　　ただし、厚生労働省で定める所得区分第1～3段階のご契約者については、次の
食費金額は負担限度額であり、所得区分第1～3段階の食費限度額1,445円との
差額は補足給付として介護保険から支払われます。
	区　分
	対　　　　象　　　　者　
	金　額
	1ヶ月換算

	第1段階

	・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者・境界層該当者※
	300円
	9,000円

	第2段階
	・市町村民税世帯非課税であって、[合計所得金額＋課税年金収入額≦80万円／年]を満たす者・境界層該当者※
	390円
	11,700円

	第3段階①

	・市町村民税世帯非課税であって、[合計所得金額＋年金収入額80万円超120万円以下/年]、境界層該当者※・市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者
	650円
	19,500円

	第3段階②
	・市町村民税世帯非課税であって、・[合計所得金額＋年金収入額120万円超/年]境界層該当者※・市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者
	1,360円
	40,800円

	第4段階
	・所得区分が第1段階～第3段階以外の者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	1,700円
	51,000円


※本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる方
④介護給付サービス加算（単位：円）
	加　算
	利用者負担（1割）
	利用者負担（2割）
	利用者負担（3割）

	
	1日
	30日
	1日
	30日
	1日
	30日

	常時
	精神科医指導加算
	5
	150
	10
	300
	15
	450

	
	看護体制加算
	12
	360
	24
	720
	36
	1,080

	
	日常生活継続支援加算
	46
	1,380
	92
	2,760
	138
	4,140

	
	夜間職員配置加算（ユニット型）
	18
	540
	36
	1,080
	54
	1,620

	
	個別機能訓練加算
	12
	360
	24
	720
	36
	1,080

	
	科学的介護推進体制加算
	-
	50
	-
	100
	-
	150

	
	若年性認知症入所者受入加算
	120
	3,600
	240
	7,200
	360
	10,800

	いずれか
	褥瘡マネジメント加算Ⅰ
	-
	3
	-
	6
	-
	9

	
	褥瘡マネジメント加算Ⅱ
	-
	13
	-
	26
	-
	39

	
	
	
	
	
	
	
	

	都度
	初期加算
	30
	
	60
	
	90
	

	
	入院・外泊時加算
	246
	
	492
	
	738
	

	
	認知症行動・心理症状緊急対応加算
	200
	
	400
	
	600
	

	
	看取り介護加算（死亡日以前31日～45日）
	72
	
	144
	
	216
	

	
	看取り介護加算（死亡日以前4日～30日）
	144
	
	288
	
	432
	

	
	看取り介護加算（死亡日前日及び前々日）
	680
	
	1,360
	
	2,040
	

	
	看取り介護加算（死亡日当日）
	1,280
	
	2,560
	
	3,840
	

	介護職員等処遇改善加算Ⅰ
	各介護度の金額と上記加算金額に

サービス別加算率(14.0%)を乗じた金額


○初期加算について

　　　　入所されて30日以内（1ヶ月以上の入院を経て、帰所した場合も含む）は、初期加算として1日30円※が加算されます。
　　○入院・外泊時加算について

居宅に外泊された時は、初日、最終日を除き、246円※（6日間が限度）の利用料金が加算されます。なお、ご契約者の居室を他の利用者が空床型短期利用でご利用された場合は、この加算は徴収致しません。（居住費の項を参照）
　　○認知症行動・心理症状緊急対応加算について
　　　　在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した方に対し、入所日から7日を上限として１日200円※が加算されます。
　○看取り介護加算について

　　　当施設では看取り介護を行っており、該当の場合には、死亡日以前31日～45日については1日につき72円※が、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144円※が、死亡日の前日及び前々日ついては１日につき680円※が、死亡日については１日につき1,280円※が加算されます。
　※負担割合が1割の方の場合（2割の方は2倍、3割の方は3倍の金額になります）
⑤その他のサービスに対する費用の額（契約書第8条第4項参照）

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
○理髪サービス

月に1回、魚津訪問理容サービス様のご厚意により、出張理髪サービスを受けられます。（原則第4月曜日,但し11月は除く、12月は第2月曜）
利用料金：　調髪2,500円、　　丸刈り2,000円
パーマ等美容についてはご契約者がお出かけしてのご利用になります。
○貴重品の管理

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用になれます。詳細は以下の通りです。

・管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金

・お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑
・保管管理者：施設長（通帳と印鑑は別々の責任者を立てて保管致します。）

・出納方法：手続きの概要は以下の通りです。

※預金の預け入れ及び引出しが必要な場合、備え付けの届書を保管管理者に提出していただきます。

※保管管理者は上記届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引出しを行います。

※保管管理者は出入金の都度出納記録を作成し、その写しをご契約者に交付します。（年2回）

利用料金：１ヶ月当たり600円
○レクリエーション、クラブ活動

ご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

ご参加は無料です。内容によっては、材料費等の実費をいただきます。（但し施設提供も一部あります）

クラブ活動は、書道クラブ、絵手紙教室、歌とお話などがあります。
○健康管理

　　ご契約者が嘱託医による診療を受けた場合及びお薬の処方等を受けた場合はそれに掛かる診療費、お薬代をご負担いただきます。

ご契約者の希望によりインフルエンザの予防接種等を受けることができます。
　注射代は実費をいただきます。
○クリーニング
　　ご契約者の希望により、ご自分の衣類を外部の業者にクリーニングしてもらう時、

　　クリーニング代は実費をご負担いただきます。
○喫茶ちゅうりっぷ

土曜日午後に、ボランティアの皆さんが経営する喫茶店が開かれます。
ご契約者の希望によりご利用することができます。利用料金は実費となります。
· 日常生活の購入代金等

ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担していただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。なお、オムツ代は、介護保険給付対象となっていますので、ご負担の必要はありません。
（３）ご契約者の同意
　　　　利用料以外に必要な費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ
ご契約者、又は家族に対し説明を行い、同意を得なければなりません。
（４）利用料金のお支払方法

　　前記（２）の利用料金及びその他の費用は、原則金融機関での口座引き落としとし、1ヶ月ごとに計算しご請求し、毎月17日（基本日）付けの引き落としとなります。

　　なお、ご契約者の都合により現金支払いを希望される方は、毎月25日までに納付をお願いいたします。（1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。）
７．利用中の医療の提供について

当施設では、看護職員のきめこまやかな観察と対応により、疾病の早期発見・早期
治療に努めています。

非常勤嘱託医（内科）は週2回往診し、入所者の健康を管理していただいています。

また精神科医（嘱託）には月に2回往診いただき、認知症等に対する適切な指導をいただいています。

なお、嘱託医の診断により、診療科目以外の治療を必要とする場合は、協力病院で診療を受けることができます。協力病院でも対応できない場合は、他の医療機関を利用することができます。
　　　ご契約者が緊急を要する状態となった場合には、看護職員が責任者となり、状況に応じて適切に対応を行います。
８．利用中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応について

（１） 検査入院、短期入院の場合

一ヶ月につき6日以内（連続して7泊、複数の月にまたがる場合は12泊）の短期入院の場合は、入院期間中であっても所定の利用料金をご負担いただきます。

（２）長期入院の場合

長期の入院については、3ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。

（３）3ヶ月以内の退院が見込まれない場合

3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解約いたします。
[入院期間中の利用料金とは]

上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただくものです。（ただし1ヶ月につき6日以内分、複数の月にまたがる場合は12日以内分に限ります。）
[入院期間中の居住費]

利用者の個室あるいは居室スペースに他の利用者が入居しない場合に限り、居住費をご負担いただきます。（居住費の項を参照）
９．円滑な退所のための援助

　　ご契約者が当施設を退所し在宅復帰される場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。

　　・適切な病院もしくは診療所、または介護老人保健施設等の紹介

　　・居宅介護支援事業者の紹介

　　・その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介

※ご契約者が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用として、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただきます。
１０．事故発生時の対応について

　　ご契約者が入所中に事故が発生した場合は、必要に応じ、速やかにご契約者の家族、医療機関、市役所に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。
１１．短期入所生活介護（空床利用）に伴う居宅の利用
（１）居宅利用の同意について
　　　　新川ヴィーラでは、ご契約者が入院された場合、ご利用のお部屋を短期入所生活介護（空床利用）に利用させていただきます。その際、文書によりご契約者及びご家族の同意を得ることを原則とします。
（２）ご契約者の家具等財産の管理について
　　　　ご契約者の居室を短期入所生活介護（空床利用）に利用させて頂く間、ご契約者の家具等財産の管理については、文書によりご契約者及びご家族等の了承を得て、施設内で厳重に保管します。
（３）居住費について
　　　　ご契約者の居室を短期入所生活介護（空床利用）に利用した場合は、ご契約者から居住費は徴収しません。利用しなかった場合には、居住費はご契約者から施設基準額を徴収します。
（４）居住費の請求について
　　　　請求に関しては、空床利用しなかった実日数分を徴収します。
１２．苦情対応体制
（１）苦情の受付
　　　　苦情の受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。苦情の内容等を書面に記録しその内容について苦情申出人に確認します。
（２）苦情受付の報告・確認
　　　　受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。（ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思を表示した場合を除きます）
投書などの匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。
（３）苦情解決に向けた話し合い
　　　　苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いを行う（必要に応じて第三者委員が立ち会うなどします）

（４）苦情解決結果の記録、報告
　　　　サービスの質を高め、事業の運営の適正化を図るために、苦情の解決の結果や改善事項につき、記録を残し第三者委員に報告します。
（５）解決結果の公表
　　　　サービスの質や信頼性の向上を図り、利用者によるサービスの選択に資するため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」等に掲載し公表します。

（６）当事業所に対する苦情の受付窓口

○苦情受付窓口　　生活相談員　　　　　　中川麻由美、大石綾華
　　　　　　　　　介護支援専門員（ケアマネジャー）　山崎なぎさ、和田英美
○受付時間　　　　毎週月曜日～土曜日　

　9:00～17:30
　℡　0765-24-6126　　（法人）0765-24-8822
　　　　 ※苦情受付のほか、事業所内に「意見箱」を設置いたしております。
（７）第三者委員　　　第三者委員の氏名及び連絡先　

北条　秀樹　　  ℡　0765－24－6611
入井　孝博　　　℡　0765－31－7228
熊本　新一　　　℡　0765－32－3781
　　　　　　　　　　　　 油本　智美      ℡  0765－22－5224

（８）その他の苦情受付機関

　　　　○魚津市役所　社会福祉課　魚津市釈迦堂1-10-1
　　　　　　　　　　毎週月曜日～金曜日

　　　　　　　　　　8:30～17:15　　℡　0765－23－1148

　　　　○富山県福祉サービス運営適正化委員会　富山市安住町５－２１

毎週月曜日～金曜日

　　　　　　　　　　9:00～16:00　　℡　076－432－3280
　　　　○富山県国民健康保険団体連合会　富山市下野豆田995－3
　　　　　　　　　9:00～16:00　　℡　076－431－9833
１３．サービスの第三者評価の実施状況について
	実施の有無
	　有　・　無

	実施した直近の年月日
	　令和　　年　　月　　日

	第三者評価機関名
	　　　－

	評価結果の開示状況
	　　　－


１４．個人情報の取り扱いについて

　　「個人情報保護法」の規程に基づき、当事業所において利用する個人情報の取り扱いについては、事前にご契約者もしくはご家族の同意を得ることとしています。

１５．重要事項説明書の再取り受けの省略

　　介護報酬の改定によりサービス利用料金の変更があった場合、改定後の重要事項説明書の再取り受けはせず、ご契約者本人及び身元保証人にサービス利用料金改定を通知し、承諾書を取り受けすることとします。

　指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。
　
　特別養護老人ホーム　新川ヴィーラ東館・新館ユニット
　　　　　　　　　　　 説明者　　　　　　　　　　　　　　　印
　
確かに、上記説明を受けました。

令和　　 年 　　月 　　日　
　
　（契　約　者）　　　 　　　　　　　 　　　　印
　
（身元保証人）　　　　 　　　　　　 　　　　印
（身元保証人）　　　 　　　　　　　 　　　　印
１

